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(57)【要約】
【課題】関節ロック状態を解除し、腰痛を軽減すること
ができる仙腸関節矯正装置を提供する。
【解決手段】仙腸関節矯正装置１０は、床部に仰臥した
使用者と床部との間に配置される本体部２０と、本体部
２０を配置する位置が表示された骨盤を示すシート３０
とを備えている。本体部２０は、使用者における仙骨の
左右方向に沿って、仙骨のみを圧迫する押圧部２２を有
する。この押圧部２２は、仙骨の左右方向を中心とする
円弧面を有している。押圧部２２が、仰臥した使用者の
腸骨がその位置を維持した状態で、押圧部２２が仙骨の
みを押し上げるため、仙骨が腸骨の上に乗り上げた状態
から解除され、関節ロック状態となった仙腸関節を改善
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床部に仰臥した使用者と前記床部との間に配置される本体部を備え、
　前記本体部は、前記使用者における仙骨の左右方向に沿って、仙骨のみを圧迫する押圧
部を有する仙腸関節矯正装置。
【請求項２】
　前記押圧部は、前記仙骨の左右方向を中心とする円弧面を有する請求項１記載の仙腸関
節矯正装置。
【請求項３】
　前記押圧部は、前記押圧部の中央部に正中仙骨稜の並びに沿った切り欠き部を有する請
求項１または２記載の仙腸関節矯正装置
【請求項４】
　前記本体部は、第１仙椎側から第５仙椎側に向かって左右方向の幅が狭くなるものであ
る請求項１から３のいずれかの項に記載の仙腸関節矯正装置。
【請求項５】
　前記床部に載置され、前記本体部を配置する位置が表示された骨盤を示すシートを備え
た請求項１から４のいずれかの項に記載の仙腸関節矯正装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、仙骨に押圧力を付与することで、仙骨と腸骨とを繋ぐ仙腸関節を正しい位置
に矯正する仙腸関節矯正装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　姿勢が不良であると、仙骨が後方に傾斜して、背骨が後方に凸状に曲がった状態となる
。いわゆる背骨が前屈みになった状態である。仙骨を前方に傾斜した状態とすると、背骨
がＳ字状に湾曲して正常な状態に矯正することができる。
　このような従来の矯正具として、特許文献１に記載されたものが知られている。
【０００３】
　特許文献１に記載の骨盤押圧パッドは、台形状の仙骨押圧面部と、頂面の両側にある傾
斜面が腸骨を押圧する腸骨押圧面部とを備えた押圧体が、その中央部位を、台形状の底面
から頂面に渡って硬質弾性材で形成して仙骨強押圧部位とし、仙骨強押圧部位以外を軟質
弾性材で形成して軟押圧部位としたというものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－５５３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、特許文献１に記載の骨盤押圧パッドは、立位した状態の使用者に対して、頂面
により、仙骨を前方に押し付けているだけでなく、頂面の両側にある傾斜面により、腸骨
をも押し付けているため、これでは、仙骨と一緒に腸骨も移動させてしまう。従って、特
許文献１に記載の骨盤押圧パッドは、仙骨を正しい位置に戻し、仙骨が腸骨の上に乗り上
げた状態で固まってしまった状態（以下、関節ロック状態と称する。）の仙腸関節を矯正
することは難しい。
　また、この骨盤押圧パッドは、骨盤矯正ベルトに付けて使用されるため、骨盤押圧パッ
ドの押圧力を高めるためには、骨盤矯正ベルトをきつく締め上げる必要があり、骨盤押圧
パッドの押圧力が上がる一方、脇腹への締め付けもきつくなってしまう。従って、使用者
は、腹部全体の圧迫感によって、押圧力を弱めてしまうため、骨盤押圧パッドによる矯正
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の効果は弱いものと思われる。
【０００６】
　仙腸関節が関節ロック状態となると、動きが悪くなり、脊柱起立筋が異常収縮し、牽引
され炎症を引き起こすことがあり、腰に痛みが生じる。そのため、腰痛は、仙腸関節を矯
正して、関節ロック状態を解除できなければ治癒しない。
【０００７】
　そこで本発明は、関節ロック状態を解除し、腰痛を軽減することができる仙腸関節矯正
装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の仙腸関節矯正装置は、床部に仰臥した使用者と前記床部との間に配置される本
体部を備え、前記本体部は、前記使用者における仙骨の左右方向に沿って、仙骨のみを圧
迫する押圧部を有することを特徴とする。
【０００９】
　本発明の仙腸関節矯正装置によれば、本体部の押圧部が仙骨のみに当たり、仰臥した使
用者の自重により腰部が本体部に押し付けられることで、相対的に本体部が仙骨を圧迫す
る。本体部が仙骨のみを圧迫することで、腰椎を中心に仙骨の尾骨側が押し上げられる。
押圧部は、仙骨の左右方向に沿って形成されているため、仙骨の左右方向を均等に圧迫す
るため、仙骨を左右方向に傾斜させることなく押し上げることができる。従って、腸骨が
その位置を維持した状態で、押圧部が仙骨のみを押し上げるため、関節ロック状態となっ
た仙腸関節を改善することができる。また、仰臥した状態の使用者と床部との間に本体部
を配置しているため、使用者の体重が本体部にしっかりと掛かる。従って、本体部を単に
腰に巻いたベルトに装着して押圧させるより、床部に本体部を配置してその上に仰臥する
方が十分な押圧力を得ることができる。
【００１０】
　前記押圧部は、前記仙骨の左右方向を中心とする円弧面を有することが望ましい。押圧
部が先鋭なものより、仙骨への圧迫の範囲を拡げることができ、圧迫による痛みを適度に
和らげることができる。
【００１１】
　前記押圧部は、前記押圧部の中央部に正中仙骨稜の並びに沿った切り欠き部を有するこ
とが望ましい。正中仙骨稜が切り欠き部に位置するため、使用者は押圧力による痛みを伴
うことなく、矯正を行うことができる。
【００１２】
　前記本体部は、第１仙椎側から第５仙椎側に向かって左右方向の幅を狭くすることがで
きる。押圧部が腸骨を押し上げることなく、押圧部仙骨に広く押し当てることができる。
【００１３】
　前記床部に載置され、前記本体部を配置する位置が表示された骨盤を示すシートを備え
ることができる。シートに表示された骨盤と本体部との位置に、使用者の骨盤と本体部と
を合わせることで、本体部の位置を正確に合わせることができる。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の仙腸関節矯正装置は、腸骨がその位置を維持した状態で、押圧部が仙骨のみを
押し上げるため、関節ロック状態を解除し、腰痛を軽減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の実施の形態に係る仙腸関節矯正装置を示す斜視図である。
【図２】図１に示す仙腸関節矯正装置の本体部の斜視図である。
【図３】図２に示す本体部の正面図である。
【図４】図２に示す本体部の背面図である。
【図５】図２に示す本体部の平面図である。
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【図６】図２に示す本体部の右側面図である。
【図７】図１に示す仙腸関節矯正装置のシートの図である。
【図８】図１に示す仙腸関節矯正装置の本体部の使用状態を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　本発明の実施の形態に係る仙腸関節矯正装置を図面に基づいて説明する。
　図１に示す仙腸関節矯正装置１０は、床部に仰臥した使用者と、床部との間に配置され
る本体部２０と、床部に載置される骨盤を示すシート３０とを備えている。
　本体部２０は、弾性部材の一例であるゴムによる成形品である。
　図２から図６に示すように、本体部２０は、本体部２０の底面２１１から高さＨ１まで
の基台部２１と、本体部２０の高さＨ２部分に位置し、使用者における仙骨の左右方向に
沿って、仙骨のみを圧迫するように形成された押圧部２２とを備えている。基台部２１と
押圧部２２とは一体的に形成されている。
【００１７】
　基台部２１は、図５に示すように、平面視して、仙骨の第１仙椎側から第５仙椎側（図
示せず）に向かって左右方向Ｆ１の幅が狭くなる台形状に形成されていると共に、側面視
矩形状に形成されている。本実施の形態では、台形状に形成された基台部２１の底面２１
１（図４参照）は、図５に示すように、長辺Ｌ１が約８ｃｍ、短辺Ｌ２が約６ｃｍ、斜辺
Ｌ３がそれぞれ約７ｃｍである。基台部２１の高さＨ１（図３参照）は約２．５ｃｍであ
る。
【００１８】
　押圧部２２は、仙骨の左右方向Ｆ１を中心とする円弧面２２１を有する半円状に形成さ
れている。押圧部２２は、側面２２ａが基台部２１から連続して垂直に立ち上がった平面
により形成されていることで、基台部２１と同じ平面視台形状に形成されている共に、側
面視半円状に形成されている。本実施の形態では、押圧部２２の高さＨ２（図３参照）が
約４．５ｃｍに形成されている。
【００１９】
　押圧部２２の左右方向の中央部には、正中仙骨稜（図示せず）の並びの方向に沿った切
り欠き部２２２が形成されている。本実施の形態では、切り欠き部２２２は、円弧面２２
１に沿って半周に渡って形成された深さ約１ｃｍの溝である。
【００２０】
　図７に示すシート３０には、骨盤３１（仙骨３１１、腸骨３１２および尾骨３１３を含
む）、腰椎３２の一部、大腿骨３３の一部を示す絵が表記されている。また、シート３０
には、仙腸関節３４の位置を示す領域３５が表記されている。
　更に、シート３０には、本体部２０を配置する位置を示す台形状の枠線３６が仙骨３１
１上に表記されている。
【００２１】
　以上のように構成された本発明の実施の形態に係る仙腸関節矯正装置の使用状態につい
て、図面に基づいて説明する。
　図８に示すように、まず、使用者Ｈは、フローリングや畳などの堅い床部ＦＬに本体部
２０を配置する。次に、使用者Ｈは、床部ＦＬに仰臥して、本体部２０が、尾骨から握り
こぶし一つ分くらいの位置に当たるように体を動かしたり、本体部２０を動かしたりして
調整する。
【００２２】
　そうすることにより、本体部２０の押圧部２２が仙骨４１のみに当たる。仰臥した使用
者の自重により腰部が本体部２０に押し付けられることで、相対的に本体部２０が仙骨４
１を圧迫する。本体部２０が仙骨４１のみを圧迫することで、腰椎を中心に仙骨４１の尾
骨４３側が押し上げられる。特に、仙骨４１の上部である第１仙椎から第２仙椎を押圧部
２２が圧迫することで、効果的に仙骨４１を動かすことができる。
　このとき、押圧部２２は、仙骨４１の左右方向Ｆ１（図２参照）に沿って形成されてい
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るため、仙骨４１の左右方向Ｆ１を均等に圧迫するため、仙骨４１を左右方向Ｆ１に傾斜
させることなく押し上げることができる。
【００２３】
　このようにして、腸骨４２がその位置を維持した状態で、押圧部２２が仙骨４１のみを
押し上げる。このような矯正を定期的に行うことで、仙骨４１が腸骨４２の上に乗り上げ
た状態から解除され、関節ロック状態となった仙腸関節４４を改善することができる。
　また、仰臥した状態の使用者Ｈと床部ＦＬとの間に本体部２０を配置しているため、本
体部２０に対して、使用者の体重がしっかりと掛かる。従って、本体部２０を単に腰に巻
いたベルトに装着して押圧させるより、床部ＦＬに本体部２０を配置して、その上に仰臥
する方が、腹部への圧迫感を感じること無しに十分な押圧力を得ることができる。
　よって、仙腸関節矯正装置１０の本体部２０は、関節ロック状態を解除し、腰痛を軽減
することができる。
【００２４】
　本体部２０は、仙骨４１の左右方向Ｆ１を中心とする円弧面２２１を有しているため、
先鋭なものより、仙骨４１への圧迫の範囲を拡げることができ、圧迫による痛みを適度に
和らげることができる。
　また、押圧部２２は、押圧部２２の中央部に正中仙骨稜の並びに沿った切り欠き部２２
２（図１参照）を有しているため、使用者Ｈが仰臥して、本体部２０を使用者Ｈと床部Ｆ
Ｌとの間に配置したときに、正中仙骨稜が切り欠き部２２２に位置する。そのため、使用
者Ｈは、正中仙骨稜が圧迫を受けることによる痛みを伴うことなく、矯正を行うことがで
きる。
【００２５】
　更に、本体部２０は、第１仙椎側から第５仙椎側に向かって左右方向Ｆ１の幅が狭くな
るように形成されているため、押圧部２２が腸骨４２を押し上げることなく、押圧部２２
を仙骨４１に広く押し当てることができる。
【００２６】
　矯正に慣れた使用者Ｈであれば、本体部２０を仙骨４１の位置に配置することは容易で
る。しかし、使用者Ｈが矯正の初心者であれば、適正な位置を把握し難い。そのようなと
きには、図７に示すシート３０を使用する。
　シート３０では、本体部２０を配置する位置を示す台形状の枠線３６が仙骨３１１上に
表記されている。そのため、使用者Ｈは、シート３０を床部ＦＬに載置し、枠線３６に本
体部２０を配置して、使用者Ｈの股の位置を骨盤３１と大腿骨３３とに合わせて仰臥する
ことにより、使用者Ｈは、本体部２０を仙骨４１の位置に合わせ、適正な位置で矯正を行
うことができる。従って、矯正が初めての使用者Ｈであっても、手軽に、かつ正確に矯正
を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００２７】
　本発明は、整骨院やリハビリテーションを行う施設などで使用することができるだけな
く、特に、腰痛に悩む一般人などに好適である。
【符号の説明】
【００２８】
　１０　仙腸関節矯正装置
　２０　本体部
　２１　基台部
　２１１　底面
　２２　押圧部
　２２ａ　側面
　２２１　円弧面
　２２２　切り欠き部
　３０　シート
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　３１　骨盤
　３１１，４１　仙骨
　３１２，４２　腸骨
　３１３，４３　尾骨
　３２　腰椎
　３３　大腿骨
　３４　仙腸関節
　３５　領域
　３６　枠線
　４４　仙腸関節
　Ｆ１　左右方向
　Ｈ　使用者
　ＦＬ　床部
　Ｌ１　長辺
　Ｌ２　短辺
　Ｌ３　斜辺
　Ｈ１，Ｈ２　高さ

【図１】 【図２】

【図３】
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【図７】 【図８】
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